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審 査 請求 人

高I槻

欟ｌ

処　分　庁
高槻市福祉事務所長

社援第15  5  1 号

審査請'求人が、平一成２．' ３ 年４月１５日付けで提起した生活保護法
に基づく保護申請却下決定処分に係る審査請求についで、次のとお
り裁決する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。･

主 文

処分庁が平成２３年４月１３日付けで行った敷金等'の支給･申請却
下決定処分を取り消す。　　　　　　　＼　　　　　　　　フ

理

第１　 審査請求の趣旨及び理由

１ 審 査請 求 の趣 旨

由

.’本件審査請求の趣旨は、処分庁が平成２３年４月１３日付け
で審査請求人（以下「請求人」という。）に対して行った生活保護



２

法（以下「法」という。） に基づぐ敷金癰の支給申請却下決定処
分（以下「本｡件’却下決定」とい･う。）の取消しを求めるものと
解される。　　 イ　　･。

審査請求の理由

本件審査請求の澗 由の要旨は、次のとおりである。

病 院はまだ１年かかる． 嵩` 僻 か ら
㎜

ま で の 通 院に ２ 時 間 か
か
二り困っている＼・ ㎜ 岶 まＯＫ もらっ汾 る（ 原女ママ）・ ■ 歳

の子の
■ 園の件∧（原文マ７ ）．　　　･ ．･･・･．　　　　

・・　　　･．･

第 ２　 当 庁 が 認 定 し た 事 実 及 び 判 断

１ 当庁が認定した事実

(:白　 平成２１年６月２３日付けで、／　　　市からの移管により、
●　

二。夕Ｈ='`々 にて丿 求人'と㎜ 可17
世帯として蚕活保 護'が

開始されたこと。　　　　　卜

（２）･　平成2 3. 年‘４ 月 ５ 一日 付け で 、 請求 人は処分 庁に対しｉ　中請 の
臨 ｌ ツ ㎜

病･Ｉ Ｈ
ぶ よ に 螽 こ 謚;; ；

請 書 をj郵 送 で 提 出し た こ と ． なお 、 同 申請書の申請の理由欄にｌ　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　Ｉ
は．「（ 上雀 理申 により.

㎜
市 へと 転 居し た い が、 礼 金等 言

費 用に困る) 2  3.  4.8 代 筆 ケ ー ス ワ ーカ ー 柿 平」 と の 追記
と同ケースワーカＴ の押印があること．　　　　　　　 ∇

（３） 平成２ ３年､4 月１ ３日 、 処 分庁 は 請 求人 に 対し’、 ｒ局長通知

第7  ― 4  ― (  1 )、一 力　 問 第 ７ の31 0 答に 照 らし 合わ せ 、 転 居･

.に 際くし 、 敷 金等 奇必 要 と する 場合と は認めら れない」との理由

によ､り 上 記（ ２ ） の 申 請 を却 下 す る 旨の本件却下決定･を 通知 レ
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（４ ） 平 成 ２ ３ 年 ５ 月9･ 日 付 け で 処 分 竚 が 審 査 庁 に 対 し て 提 出 し た
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　１ １

弁 明 書 （ 以 下 「 弁 明 書 」 と い う 。 ） に は 、 次 の 趣 旨 の 記 載 が あ

る ここと 。　　　　　 ダ　　　　　　　　　　　 ∧

ア　平成２ ３一年３月２８日　参考資料収受∧　　　　　卜
担当ケースワ･－カ､一に対し、請求人より転居を.希望してい

るとの銛があったIた.め、転居先な･ど詳細を知らせるよう伝え
ていたところ、㎜i･i 物

件資 料 及 び 間取り 図面 が郵 送 にて 提出される。

イ　平成２３年｡3 月２９日　 住宅扶助費判定会議を開催し検討
請求人より坪出された㎜ 市㎜ の物件へ｡の転居の

認否について;li!討するご請求人からは
㎜ 示必・ 痾院への

通院のため転居したいとの但し書きが記入されていたため、
病気療養上著しく環境｡条件が悪いと聹められるかを検討する。･
請求人が主張しているのは病院までの距離があるという立地
条件のみであり、既に通院交通費は実費を認定している。ま
た、現住宅は府営住宅であ/り設備面｡で著しい不足のある物件
とは考えられず卜 医師からの転居に対する診断書苟も無いた
め、病気療養上著しく環境条件が悪いとは認められない､と判
断する。　　　　　　　　　ダ　　　　：　　　　　　　　　　＼
また局第７ －、４－（１）　 問第７ﾆｰ3,0 と照らし合わせ、＼

他に該当する事項もなく転居に際して敷金等を必要とする場
合とは認められないとの結論に至る。ご・

ウ　 平成２３年.3 月２９日　 請求.人に電話 連絡及び申請書の

郵送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二
・　’住宅扶助費料定会議での判定ﾚ結果を請求人に伝える．請求
レ人はなお申請するとの意思を示した芳=め√請求人の求めに応



じ申請書を郵送する。

二I二　平成２３年４月８日　申請笋受理　　レ

郵送にて請求人より敷金等の支給申請｡が提出されるが、／申
請理由が明確に記入されておらず書類不備であった。このた
め請求人に電話連絡し確認したとこ･ろ担当ケースワーカーに
て代筆するよう依頼があったため･、申請の趣旨を担当ヶ一ス
ワーカーが代筆したうjえで申請書を受理する。　　　／

オ　請求人が「まだ１年間の通院が必要であり、2.時間かかる
ため　　　市への転居が必要」としているが、平成２１年６夲
㎜

市への転居が
月＼23 日の

㎜ 市からの移管時から現在通砂中の■ 病院
に通院しており、転居先を現住居に選んだのは請求人本人で
／ある。　　　　　　　　　　　　　　’

カ　 現在通覩交通費を実費認定しており、あと１年間の､通院､で
治療を終了する予定であ･ること。また、現在この住環境は府･営
住宅であり、片道１時間半を要する通院､について も。請求人

・の健康状態を勘案すれば不､合理であるとは考えられない。

卞　 請求人が 皿 容がらＯＫを.もらって.いる」　として’いる
のは、転居に必要な住宅費等の必要性の判定iは実施責任を有
する1本市で行うものであり.、本件処分とは関係がない．

ｸ‥ 以上 のことから局長通知第7  ― 4 ― (  1 ) カ　 問第７
の､30 答の敷金等を必要とする場合のどれに該当するも‘ので
もないため、認められないI。

（５） 平成２ ３ 年 ５月１１日付けでレ審査庁は饋求人に対し、上･記
（４）の認定事実について記載された処分庁の耆明書の副本を送
付し、これに対する反論書の提出を:求めたが、現在に至るまで、

･
－

’ く･

Ｘ.ノ

/ ‘‘゙
～
｀.

Ｘ 、 ノ



２

請 求 人か ら反 論 書 の提出 はな い こ と。

判　 断

（１ ）＼　法 第 １ ４ 条 に は 、 「 住 宅 扶 助 は 、 困 窮 の た め 最 低 限 度 の 生 活

を 維 持 す る こ と の で き な･･い 者 に 対 し て 、 「 住 居 」 及 び 「 補 修 そ

の 他 住 宅 の 維 持 の た め に 必 要 な も の 」 の 範 囲 内 に お い て 行 わ れ

る 」 と 規 定 さ れ て い る 。／　　　　　　　　　　　　　　　　　 、
■　　　　●　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ

ま た 、 敷 金 に つ い て は 、 「 生 活 保 護 法 に よ ’る 保 護 の 実 施 要 領

に つ い て 」 （ 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 社 発 第 ２ ４ ６ 号 厚 慟 省 社 会 局

長 通 知 。 以 下=「 局 長 通 知 」 と い う 。 ） の 第 ７ の｡4 の（･1 ）の ヵ に

コ お い て 、 被 保 護 者 が 転 居 に 際 し 、 敷 金 等 を 必 要 と す る 場 合 で 、

限 度 額 等 に 定 め る 額 以 内 の 家 賃 、 間 代 、 地 代 等 を 必 要 と す る 住

／　 居 に 転 居 す る と き に 認 定 し て 差 し つ か え な い 旨 規 定 さ れ て い る 。

（２ ） 転 居 に 際 し 敷 金 等 を 支 給 で き る 場 合 は 、 「 生 活 保 護 法 に よ る

保 護 の 実 施 要 領 の 取 扱 い に つ い て 」 （ 昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 社 保

㎜　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嵋　　。。　　｜第 ３ ４ 号 厚 生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知 。 以 下 「 課 長 通 知 」 とt,i

う 。 ） の 問 （ 第･７ の3.0 ） の 答 に お い て 制 限 的 に 列 挙 さ れ て･お

り 、 「 病 気 療 養 上 著 し く 環 境 条 件 が 悪 い と 認 め ら れ る 場 合 又 は

身 体 障 害 者 が い･る 場 合 で あ っ て 設 備 構 造 が 居 住 に 適 穹Iな い と 認

･め ら れ る’場 合 」 に つ い で は 、 保 護 の 実 施 機 関 の 判 断 の も と 敷 金

等 め 支 給 が 認 め ら れ て い る 。 十

「 病 気 療 養 上 著 し く 環 境 条 件 が 悪 い と 認 め ら れ る 場 合 」 と は 、

騒 音 、 振 動 、 悪 臭 等 に よ り 当 該 被 保 護 者 の 病 気 療 養 に 悪･い 影 響

を 及 ぼ す も の と 認 め ら れ る 場 合 で あ り 、 嘱 託 医 等 実､施 機 関 の 指

｜　 定 す る 医 師 の 意 見 を 求 め た 上 で 判 慚 す る こ と と さ れ て い る 。

（３）　ところで、行政手続法第８条第１項は、「行政庁は、申請に
より･求められた許認可等を拒否する処分をする場合に4ま、申請、

ご　者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなけれぱな･らない。
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（以下略）」と規定し、同条第２項は、「前項本文に規定する
処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなけ

ればならない。ｊ　と定めている。つ
また。本条に基づく理由の提示は、単に根拠法条を示すだけ

では足りず、拒否処分がｉ　どのよ’うな事実に基づいて、どのよ
うな法的理由で行われたか、を含むものでなけれぱなら･ないこ
と、また、いかなる事実I関係についていかなる法規を適用して
当該処分を行つたかを、申請者においてその記載自体から了知
しうるものでなければならないと解されている。

（４） 本件 についてみると、 前記第21 の１ の（３’）及 び（４.）の認 定 事　　･､､_.･

∧実 のと お り 、処 分庁 は、 請 求 人か らの敷金等の支給申請 につい

て、課長通知の問 ＼（ 第７の３０） の答に照らし合わせたところ、　く

局長通･･知 の･第7･ の４ の （１ ） の 力 にい う 「 転 居 に.際 し 、 敷 金等

を 必 要 と す る 場 合 」 に該当し ない と判断 し、 本件却下 決定 を

行っだことが認められる。　　　　　I，　　　　　　　　　　　　　　　　 二

処分庁 は、卜課長通知’の問（第７の３ ０） の答 のう ち 、 病 気 療

養 上 著し く環境条件が畧いと認められる場合についての判断にづ

おいて．･病 院ま で の 距 離、 通 院 交 通 費 の実費認定、居住住宅の.

’　 設備1につ いて 検 討し た 旨 主 張 す る がご、前記（２）のとおり、 嘱託尚

へ　医 等実施機関の指定する医師 の意見を求めた上で判断すること　　 匸、

レとされているにもかかわらず、こ れを行っていないことから、・　　`ヽ､.ノ．・　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
当該判断を行うに当たり、十分な調査、確認が行･わ れた と はい　　 ．．

え ない ．　　　　　　　　　　　　 、

（5’）　また√前記第２の１の（３）の認定事実の.とおり･、本件却下決
定通知書･の理由ご欄には ｒ局長/通知第7  -  4  -･（ １）∠カ　 問
第７の310 答に照ら’し合わせ、転居に際し、敷金等を必要とす
ゐ 場合とは認められない」と単に根拠法条のみ記載されて･いる

ｉ　　だ､けであってぃ本件却下決定の理由が、請求人にとって十分理
解しうる程度に詳しく示されていな.いといわざるを得ない．
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（６）　したがって･、本件却下決定については取り消すのが妥当であ　 ／
ると判断する。　 ノ　　　　　　　　　　　　　’

以上の理由に より、行政不服審査法第４０条第３項の規定を適用し
て主文のとおり裁決する、　　　 ’･

平 成 ２３ 年 ６月･24 日

審 査庁　 大阪 府知濘　 橋下

廴


